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第１回意見交換会（R6.6.25）

第２回意見交換会（R6.9.30）

現状・動向などを説明し、将来の不安などの意見交換を行い、地域の課題を把握した。

地域の交通の現状、バス乗りこなしの工夫、路線バス（池５５系統）の減便を補う新たな交通手
段の比較、シェアサイクル等による地域内の「元気な移動」について意見交換を行った。

第１回地域交通検討会（R7.5.26）

地域特性に即し、求められている需要・ニーズに対応した、持続可
能な取組の実現を地元自治体と住民が ともに作り上げていく（みん
なで一緒に、利用して育てる交通 を考える）ための意見交換会

令
和
７
年
度

地域住民のアンケート結果からの課題や新たな交通手段を紹介し、再開発などを踏まえ地域の
移動手段について意見交換を行った。

令
和
６
年
度

第３回意見交換会（R6.12.16）

新たな交通手段のイメージ紹介・現在のバス路線維持について意見交換を行った。

１ 東新町・小茂根地域における取組の経緯

路線バスの空白を補う「新たな乗物」の時間帯やルート、地域資源として、福祉園・介護施設・学
校の送迎車両の活用や、自家用車での自家用有償運送について事例を紹介し、意見交換を行った。

第２回地域交通検討会（R7.10.20）

「新たな乗物」の現実な選択肢としてワゴン車による区域運行の時間帯、乗降ポイント、運行条
件等の意見交換、地域資源の活用に関する施設側の状況及び今後の方向性を確認した。

第３回地域交通検討会（R8.2.18）
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（１）新たな乗物（実証運行）のイメージ

・普通二種免許で運行可能なワゴン車両１台（乗客９名）を使用する。

・既存の路線バスと競合しない範囲や頻度で運行する。

・桜川地域センターを出発地として、ときわ台駅、小竹向原駅を目的地として

巡回する。

・午前10時から午後４時台までの時間帯を１時間に１便程度の頻度で試験的

に運行する。

２ 新たな乗物の現実的な選択肢

（２）福祉園バスの車両の活用可能性

・施設利用者の送迎に支障せず、運転者の負担を考慮して運行を計画する

必要がある。

・福祉施設と運行事業者が新たな契約を結び運輸支局の許可を得る必要がある。

受け入れる側の積極的な協力体制が必要。
短期的な導入は難しい。
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 (仮称)東新町・小茂根地域交通検討会の目的と運営ルールについて
【前提条件】
○車両サイズ：ワゴン車
○路線バスとの競合は避ける
○区域運行

〇目的地・終点
起点：桜川地域センター
目的地：ときわ台駅・小竹向原駅

〇経路
ニーズを踏まえて時間帯毎に検討する
30分程度で一巡するような乗車時間

〇乗降場所
公共施設や公園など安全でわかりやすい場所
例）上板橋体育館・茂呂広場・青空公園・タイヤ公園

〇運行頻度
毎時１便程度、少なくとも午前・午後に１～2本程度

〇時間帯
路線バス(池55系統)空白時間帯：10時～16時

桜川地域センター～ときわ台駅

地域検討会で検討している乗降場

「新たな乗物」区域運行の乗降場案

小竹向原駅の乗降場

ときわ台駅の乗降場

桜川地域センター～小竹向原駅

新たな乗物の運行範囲（案）

２ 新たな乗物の現実的な選択肢
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 (仮称)東新町・小茂根地域交通検討会の目的と運営ルールについて３ 今年度の到達点とこれからの方向性（案）

令和7年度 令和10年度～令和11年度

ルートや運行方式
の検討

実証運行検証運行計画策定 実証運行開始

公共交通会議
での報告

交通政策
基本計画
の改定

公共交通会議
での承認

「地域公共交通活性化再生法に基づく協議会」
での協議等

交通基本計画との関連

地域組織の立ち上げ

令和8年度～令和9年度

走行経路、乗降場所の安全確認
周辺交通への影響確認所轄警察署 安全対策に関する相談

乗降ポイント地先 運行への協力依頼
車両の停車位置、利用者の待機場所、運行時間帯等の説明

乗降場所の長期的な利用に
関する調整

東京運輸支局 運行計画等に関する相談 許可・登録の申請 本格運行への移行に関する相談

関係機関との協議

・利用の呼びかけ
・地域の意見の取りまとめ
（運行計画の合意形成）
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（土木学会「バスサービスハンドブック 改定版」に加筆）

新たな乗物を走らせたい

３）計画の実現化に向けて
① 積極的な活動の推進
② 強い推進力を持った検討組織の形成
③ 住民による住民のための合意形成
④ 住民が新たな乗り物を走らせるための仕組みづくり

２）運行計画の検討
 ① 検討組織の設置
② 需要の把握
③ 路線設定
④ 車両の選定
⑤ 運行時間帯・運行頻度の設定
⑥ 運賃設定
⑦ 採算性の向上策の検討

１）運行の必要性に関する検討
① 対象地域の現状と問題点の整理
② 対象地域における運行の必要性の検討
③ 住民の合意形成

実証運行

○新たな乗物に関する検討内容のイメージ

令和７年度時点

令和８～９年度頃

（準備段階）

（並行して関係機関等との事前協議）

３ 今年度の到達点とこれからの方向性（案）
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